
令和７年高島市教育委員会 
第１０回定例会議事日程 

 

日 時  令和７年１０月２２日（水） 

午後２時００分 

                場 所  高島市役所 新館２階 教育委員会室 

 

１．教育長あいさつ 

 

２．令和７年第９回定例会会議録の承認 

 

３．会議録署名委員の指名 

 

         委員      委員 

 

４．議事 

  日程第１ 議第６３号 高島市新旭水鳥観察センターの管理運営に関する規則

を廃止する規則案 

 

  日程第２ 議第６４号 令和６年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価結果報告書案について 

   

５．報告 

  報告第１９号 高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の設置および管理に関す

る条例施行規則の一部改正について 

 

  報告第２０号 高島市今津屋根付き運動場ほか３施設の開場等の時間変更につ

いて 

 

  報告第２１号 高島市フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付要綱の

制定について 

       

６．今後の日程 

   令和７年教育委員会第１１回定例会 

日時：令和７年１１月１７日（月）午後２時００分 

場所：高島市役所 新館２階 教育委員会室 



令和７年　第１０回定例会座席表
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参事
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議第６３号 

高島市新旭水鳥観察センターの管理運営に関する規則を廃止する規則案 

上記の議案を提出する。 

令和７年１０月２２日 

高島市教育委員会 

教育長  川 島 浩 之 

                                    
 

高島市新旭水鳥観察センターの管理運営に関する規則を廃止する規則 
 

高島市新旭水鳥観察センターの管理運営に関する規則（平成１８年高島市

教育委員会規則第８号）は、廃止する。 

付 則 
この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第６４号 

 令和６年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結果報

告書案について 

上記の議案を提出する。 

  令和７年１０月２２日 

高島市教育委員会 

教育長 川 島 浩 之   

                                   

 
令和６年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結

果報告書 
 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２６条の規定に基づき、令和６年度教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価結果報告書を別冊資料のとおり作成することにつき、議決

を求める。 
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報告第１９号 

 高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の設置および管理に関する条例施行

規則の一部改正について 
 

令和７年９月１日に別紙のとおり高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の

設置および管理に関する条例施行規則（平成１８年高島市規則第６３号）が

一部改正されたので報告する。 

  令和７年１０月２２日 

高島市教育委員会 

教育長 川 島 浩 之   
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4

別紙



報告第２０号  

高島市今津屋根付き運動場ほか３施設の開場等の時間変更について 

 

 高島市今津屋根付き運動場の設置および管理に関する条例（平成２４年高

島市条例第２８号）第４条第３項、高島市今津Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置お

よび管理に関する条例（平成２４年高島市条例第２９号）第５条第３項、高

島市今津山村広場の設置および管理に関する条例（平成２４年高島市条例第

３０号）第４条第３項、高島市今津総合運動公園の設置および管理に関する

条例（平成２４年高島市条例第３１号）第５条第３項および高島市教育委員

会の教育長に対する事務委任規則（平成１７年高島市教育委員会規則第６号

）第２条第１項の規定に基づき、下記のとおり開場等の時間を変更するので

報告する。 

  令和７年１０月２２日 

                    高島市教育委員会 

                     教育長 川 島 浩 之 

 

記 

１ 変更する施設名および日時 

施設名 期日 通常の時間 変更後の時間 

今津屋根付き

運動場サンル

ーフ今津 

令和７年 

１０月３０日 

（木） 

午前９時から午後

９時まで 

午後４時から午後

９時まで 

今津Ｂ＆Ｇ海

洋センター 

午前９時３０分か

ら午後９時まで 

午後４時から午後

９時まで 

今 津 山 村 広

場 

午前９時から午後

１０時まで 

午後４時から午後

１０時まで 

今 津 総 合 運

動公園 

午前８時３０分か

ら午後１０時まで 

午後４時から午後

１０時まで 

２ 変更理由 

   電気設備工事を実施するため 

３ 利用者への周知方法 

ホームページ、防災行政無線および開場時間等の変更に係る予告ポス

ターの施設内掲示 
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報告第２１号 

高島市フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付要綱の制定につ

いて 
 

令和７年９月２６日に別紙のとおり高島市フリースクール等民間施設利用

者支援補助金交付要綱（令和７年高島市告示第１６７号）が制定されたので

報告する。 

  令和７年１０月２２日 

高島市教育委員会 

教育長 川 島 浩 之   
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7

別紙
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